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令和２年２月28日　上島町弓削総合庁舎　議場にて全員出席で開催

昨年度が６千万以上、今期が８千万。従来、臨時
議会で来年度の運航便をどうするかと議論してき

た。ところが、この事が実施されていない。今８便が運
航されているが、芸予汽船が創立した昭和62 ～ 63年、
三セクとしてスタートしたが、その時は乗客数が50万～
60万人。現在、10万人を割って、約６分の１になったの
に、この制度で本当にいいのか。基本、航路は７便とな
っていて、上島町の要望で１便増やしている状況にあり、
財政の面、利用者の数から考えて考慮してはどうか。

芸予汽船の役員報酬ですが、７人で754万４千円。８千万も赤字があるのに役員報酬なん
か取れない。これは町が「高すぎる、カットしてくれ」と言うべきと要望した。

架橋後の役場再編を、考え
ていかないといけないのでは

ないか。

岩城橋開通までに芸予汽船
が、先に会社として、案を提

案する必要がある。株主でもあり、
要望は当然出すが、朝晩の通勤通
学、昼間の通院、買い物等どれだ
け需要があるのか、利用客の減少
という現実があり、それに見合っ
た運航計画を立てなければいけな
い。

地理上、中心部になる生名に集約するのが効率的
なのは当たり前だが、今の財政状況では、新しい庁

舎を建てるのは難しい。今ある施設を最大限利用し、集
中化を図っていく。

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

報 告 事 項 の 主 な も の
「芸予汽船株式会社の第33期（平成30年１月～令和元年12月）の決算報告について」
上半期運賃収入は１億2,398万６千円で、利用人数の増に伴い、前期と比較して127万５千円の増。
支出は、運航費用が１億8,946万９千円、一般管理費が1,870万１千円、合計２億817万円、前期と比
較して1,697万円の増。燃料単価の減により燃料費は減少したものの、２隻の船舶のうち「ちどり」
が定期検査の為、船舶修繕費が大きく増加し、全体で約1,700万円の支出増。
営業外損益を含めた収入から支出を差し引いた経常損益額は、マイナス8,312万４千円となり、
前期と比較して、1,575万３千円の欠損増。今回の決算による経常損益額マイナス8,312万４千円は、
今治市・尾道市・上島町の２市１町で協議のうえ、最終的な市町負担額を決定し、来年度予算での
負担。資料から試算すると、来年度の負担額は、5,200万円程度になる見込み。

「生名総合支所の改修について」
弓削・生名地区に点在している健康推進課の課を生名総合支所に集約する。
建設課は、課を弓削から生名へ移動し、生名総合支所に配置する。
ただし、岩城地区においては、架橋で繋がっていない為、現在の係を残す形は維持する。

令和２年　第１回全員協議会
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港湾の関連だが、岩城
の長江港の管理は、どの

様な管理をしていますか。

以前から乗客ゼロで走っているという指
摘があった。例えば民間で「こまなんタク

シー」もあり、町営バスを予約制でいくのであ
れば、車を買い替えて小さくしてやるか、ある
いは「こまなん」に資金援助しながら代行して
もらうといった事を、何か考えるべきではない
か。

予算計上を認めないと、フェスパはどうなるのか。

実際問題、台船がたくさん係留しており、町としても、
出来るだけ造船振興の方をサポートする意味合いから、

航行の安全運航に支障のない形で必要最小限、係留を認める
運用をしている。将来的にバージは、全部港外に出したい。

ネットワーク協議会での委員の意
見は、「こうした利用実態から考える

と、予約制に移行する事もやむを得ないの
ではないか」という意見が大勢だった。

民間の「こまなん」とかと、どうやって
共存共栄していくかを探って行く。

資金ショートし、倒産する。

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ａ

Ａ

Ａ

協 議 事 項 の 主 な も の
議案第10号「上島町港湾管理条例の一部を改正する条例」の改正について
ゆげ海の駅は、町外から多くのヨット等が来航しており、町として安全かつ適正な維持管理を行
う必要がある。
【改正内容】
係留施設使用料１隻につき入港時より24時間ごとに９ｍ以下1,000円、９ｍを超え12ｍ以下1,500
円、12ｍを超え15ｍ以下2,000円、15ｍ以上2,500円とし、摘用欄に原則３日以内とし入港料を含む。
（ゆげ海の駅に限る）を追加する。

町有バスの一部予約制化について
弓削支線の利用人数は年々減少しており、平成23年度は年間1,513人の利用があったが、平成30
年度は年間161人の利用となり、約10分の１の利用実績となっている。そのため、バス運営の効率
化を図るために予約制を導入することにより、運行経費の削減、主に燃料費の削減に努めたい。

令和２年度におけるフェスパの運営について
議案第12号、「令和元年度上島町一般会計補正予算（第５号）」
令和元年10月から令和２年３月までの半年間でランニングコストを改善すべく、家賃全額免除、
採算部門の維持管理費等を指定管理料として支援を行い、また、レストラン部門の見直しや人件費
抑制等を含めた経費削減、日帰りバスツアー等の実施による収益向上を試みたが、十分な成果は得
られなかった。要因としては、誘客促進を図ることが十分でなかったこと、コスト節減では、パート
確保に苦慮し、職員の超過勤務対応により人件費が逆に増加し、支援金500万円を予算計上する計画。

１月に計画の資料をもらい、説明した事
を試してもらわないと。努力の跡が見られ

ないと、やはり支援もできない。

１月に提言した内容については、実
際にプランをかけて動き出すのが半

年後になる。

Ｑ Ａ

令和２年度当初予算、差引残額5,339万３千円が資金として必要。
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令和２年度　町の主要事業の概要

【総　務　費】

個別施設計画策定事業	 ［新規］754万６千円
■事業費内訳：委託料 754万６千円【特定財源：過疎債 650万円】

上島町の所有する施設の中長期的な維持管理・更新に係るトータルコストの縮減や予算の平準化
を図るため、平成28年度に策定した「上島町公共施設等総合管理計画」を基に、個別施設ごとの具
体的な対応方針を定める計画として、「上島町個別施設計画」を策定。

町長・町議会議員選挙	 ［継続］1,403万５千円
■事業費内訳：報酬 110万４千円、職員手当 429万８千円、旅費 １万円、需用費 522万６千円

　　　　　　役務費 311万７千円、使用料及び賃借料 28万円
令和２年度中に任期満了となる、町長・町議会議員選挙を円滑に執行するために予算計上。

ふるさと事業補助金	 ［継続］383万３千円
■事業費内訳：補助金 373万３千円【特定財源：雑入 70万円】

上島町の活性化のために地域住民や団体等が取り組む公共的活動費の全部又は一部を補助。

サイクルフリー事業	 ［継続］256万５千円
■事業費内訳：需用費 16万５千円　役務費 240万円　

　　　　　　【特定財源：過疎債 210万円】
多くのサイクリストを上島町に呼びこむため、上島町と本土を

結ぶ航路を利用する町外サイクリストの自転車料金を無料化。

移住定住促進事業（移住・定住・空家バンク）	 ［継続（拡充）］1,050万９千円
■事業費内訳：報償費 10万５千円　旅費 27万６千円　委託料 233万８千円

　　　　　　負担金 10万円　補助金 769万円　
　　　　　　【特定財源：県費補助金 200万円　過疎債 390万円】
近年増加傾向にある上島町への移住者に、移住ポータルサイトの開設や空き家バンクの充実を図

り、また、空き家改修補助金に加え、空き家を活用するための不用な家財道具等の処分に対する補
助も新設し、多くの空き家に灯りを戻すための取組。

公共交通施設整備事業	 ［継続］３億801万１千円
■事業費内訳：需用費 16万６千円　旅費 １万５千円　委託料 100万円　

　　　　　　公有財産購入費 1,466万６千円
　　　　　　補償・補てん及び賠償金 ２億9,216万４千円
　　　　　　【特定財源：合併特例債 ２億9,140万円】
立石港と長崎桟橋の間を運航する町営生名フェリーは、2021年度完成の岩城橋開通後には、今に

も増した利用者が見込まれることから、岩城橋完成までの早急な対策が必要であるため、土生港長
崎桟橋の車両待機レーン等を整備。
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長江～土生航路補助事業	 ［継続］123万円
■事業費内訳：補助金 123万円
　　　　　　　【特定財源：過疎債 100万円】

長江～土生航路の最終便の運航経費の一部を町が補助する。最終便運航に係る燃料費と港湾使用
料相当額を、平日運航便のみ補助対象とし、岩城橋開通まで補助継続予定。

下弓削～土生～長江航路運賃等補助事業	 　［継続］589万円
■事業費内訳：補助金 589万円
　　　　　　　【特定財源：過疎債 470万円】

下弓削～土生～長江航路の運賃補助及び運航補助を行うことにより、夜間の移動手段を確保し、
交通と生活の利便性の向上を図る。

【民　生　費】

子ども医療事業	 ［継続］1,524万７千円
■事業費内訳：旅費 ８千円　需用費 ８万１千円　役務費 39万８千円　扶助費 1,476万円

　　　　　　【特定財源：県費 239万５千円　過疎債 780万円】
子育て環境の充実を目的として就学前までの医療費完全無料化（０歳から６歳）に加え、小学１

年生から中学３年生までの医療費助成。

保育料等第２子無料事業	 ［継続］340万４千円
■事業費内訳：補助金 340万４千円
　　　　　　　【特定財源：過疎債 270万円】

町独自の保育料等軽減として、第２子児童の保育料等を実質無料とするため、補助金を交付する。

放課後児童健全育成事業	 ［継続］787万７千円
■事業費内訳：委託料 787万７千円
　　　　　　　【特定財源：国費 262万５千円　県費 262万５千円】

弓削・岩城・生名地区の児童を対象にして、放課後及び長期休暇中に児童の健全育成を目的に行う。

子どものインフルエンザ予防接種助成事業	 ［新規］484万４千円
■事業費内訳：委託料 167万８千円　補助金 316万６千円　

　　　　　　【特定財源：過疎債 400万円】
定住促進事業の廃止に伴い、子育て世帯への支援施策として、

保護者の経済的負担の軽減、疾病の重症化の予防、幅広い子育て
世帯への支援。

上島町75歳以上優待制度事業	 ［継続］554万４千円
■事業費内訳：使用料 554万４千円
　　　　　　　【特定財源：過疎債 440万円】

高齢者福祉の施策として、町内75歳以上を対象に生名フェリーの旅客運賃を無料化。
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【衛　生　費】

予防接種事業	 ［継続］1,692万７千円
■事業費内訳：報酬 11万円　旅費 ３万２千円　需用費 36万６千円

　　　　　　役務費 45万８千円　委託料 1,583万６千円　負担金 12万５千円
感染症の発生及びまん延を予防し、公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的に実施。

がん検診事業	 ［継続］2,445万６千円
■事業費内訳：需用費 38万９千円　役務費 69万１千円　委託料 2,280万６千円

　　　　　　使用料 37万円　負担金 20万円
がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図り、健康

保持及び増進を図ることを目的に実施。

【農林水産費】

有害鳥獣総合捕獲事業	 ［継続］300万円
■事業費内訳：報償費 300万円
　　　　　　　【特定財源：県費 135万円】

農作物に被害を及ぼすイノシシ・カラスの捕獲許可者の捕獲に係る報償金を支払う。

鳥獣被害防止総合対策事業	 ［継続］151万円
■事業費内訳：補助金 151万円
　　　　　　　【特定財源：県費 151万円】

農作物に被害を及ぼすイノシシ・タヌキ・カラスの捕獲許可者の捕獲買上金の上乗せ部分を補助。

捕獲隊育成事業	 ［継続］195万１千円
■事業費内訳：補助金 195万１千円
　　　　　　　【特定財源：県費 12万円】

狩猟者が高齢化で減少傾向にある中、有害鳥獣捕獲を効果的に進めるため、狩猟免許の取得及び
更新等、捕獲隊の組織化、捕獲技術の向上等に必要な経費に補助するものです。

新規就農総合支援事業　　　　　　　　　［継続］603万１千円
■事業費内訳：旅費 30万６千円　負担金及び補助金 572万５千円

　　　　　　【特定財源：県費 603万円】
新規就農者に対し、一人当たり年間150万円で最長５年間にわ

たり就農給付金を支給する給付事業と都市部において新規就農希
望者へＰＲを行う推進事業。

農林漁業インターン事業補	 ［継続］270万円
■事業費内訳：負担金及び補助金 270万円

新たな農漁業の担い手の確保のため、経営に必要な技術習得を支援するもので、月10万円を支給
します。最長2年間で、おおむね50歳以下が対象者。
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農村地域防災減災事業	 ［新規］726万円
■事業費内訳：委託料 726万円
　　　　　　　【特定財源：県費 600万円】

農村地域住民の生命と財産を守ることを目的として地震、豪雨等の災害により、ため池が決壊し
た場合の浸水想定区域図を作成。

ため池豪雨災害緊急対策事業	 ［新規（継続）］429万円
■事業費内訳：工事請負費 429万円
　　　　　　　【特定財源：県費 215万円　緊急自然災害防止対策債 210万円】

地震・豪雨等の災害により、決壊の恐れがある未使用ため池を埋立てることにより、農村地域の
防災・減災を図る。

水産環境整備事業	 ［継続］１億1,856万円
■事業費内訳：工事請負費 １億1,856万円

　　　　　　【特定財源：県費 8,438万８千円
　　　　　　　　　　　　公共事業等債 3,050万円】
海洋・沿岸域における水産資源の増大と豊かな生態系の維持回

復を図ることを目的に魚礁、増殖礁の造成を行う。

地域水産物供給基盤機能保全事業	 ［継続］２億9,900万円
■事業費内訳：工事請負費 ２億8,800万円　委託料 1,100万円

　　　　　　【特定財源：県費 ２億3,720万円　過疎債 6,040万円】
地域における水産資源の維持及び増大並びに水産物の生産及び流通機能の強化を図るため、漁港

関連施設の整備等を行う。

海岸保全施設整備事業	 ［新規］5,000万円
■事業費内訳：委託料 5,000万円
　　　　　　　【特定財源：県費 2,710万円】

漁港施設及び背後地の民家の防災、減災対策を図るため、海岸保全施設の整備等を行う。

【商　工　費】

上島町新規出店者店舗改修事業	 ［継続］50万円
■事業費内訳：補助金 50万円

2021（Ｒ３）年度完成予定の岩城橋開通に合わせ、多くの観光客動員が予想される中で、商業振
興を目的として空き店舗の利活用等を推進するための補助金。

サイクリングしまなみ2020	 ［継続］460万１千円
■事業費内訳：旅費 １万６千円　報償費 10万円　需用費 13万円　負担金 435万５千円

愛媛・広島両県を主体に、しまなみ海道（高速道路）を通行止めにして広域で行う国際サイクリ
ングイベント。国内外からのサイクリスト誘致を目的に開催。上島町のコースは自転車も船も楽し
め、二つの海道を走れることから非常に人気の高いコース。
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瀬戸内かみじまアートプロジェクト事業	 ［継続］220万円
■事業費内訳：委託料 220万円

　　　　　　【特定財源：
　　　　　　　　国費（離島活性化交付金）予定 110万円
　　　　　　　　過疎債 80万円】
2019年の防波堤アート事業に続き、町内の周遊性を高め、滞

在時間延伸による消費拡大を目的とするアート推進事業を実
施。日本を代表するアートディレクターが参画、制作案および
制作計画作成のためのワークショップを開催。制作年度はＲ３
年度。

瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ事業	 ［新規］50万円
■事業費内訳：負担金 50万円

令和２年度で第20回開催となるウォーキングイベント、瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチに
ゆめしま海道コースとして参画する。参画する事で、様々な媒体による上島町の情報発信が見込め
る。

【土　木　費】

社会資本整備総合交付金事業：廃屋解体	 ［継続］1,120万円
■事業費内訳：補助金 1,120万円
　　　　　　　【特定財源：国費 560万円　県費 280万円】

国の交付金及び県補助金を受け、特定老朽危険空家等の廃屋解体工事費の補助をするものです。
補助金最大160万円を補助し、(補助対象額最大200万円の８/10）廃屋対策を実施。

社会資本整備総合交付金事業：木造住宅耐震事業	 ［新規（継続）］642万円
■事業費内訳：委託料 56万円　補助金 586万円

　　　　　　【特定財源：国費 293万９千円　県費 144万５千円】
国の交付金及び県の補助金を受け、木造住宅の耐震診断、設計、工事、工事施工監理費の補助。

町道維持管理事業：道路	 ［継続］2,822万４千円
■事業費内訳：工事請負費 2,822万４千円
　　　　　　　【特定財源：辺地債 430万円　防対債 390万円】

町の管理する町道等の補修・改良工事を実施。

防災・安全社会資本整備交付金事業：舗装	 ［継続］2,271万２千円
■事業費内訳：工事請負費 2,271万２千円
　　　　　　　【特定財源：国費 1,589万８千円　辺地債 680万円】

国の交付金を受け、町内既存道路の舗装補修を行い、安全な道路交通網を確保し災害に備える。
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防災・安全社会資本整備交付金事業：法面	 ［継続］626万円
■事業費内訳：工事請負費 626万円
　　　　　　　【特定財源：国費 438万２千円　辺地債 180万円】

国の交付金を受け、町内既存道路の法面対策を行い、安全かつ円滑な道路交通網を確保し大規模
災害に備える。

がけ崩れ防災対策事業：砂防	 ［継続］9,995万７千円
■事業費内訳：工事請負費 9,995万７千円
　　　　　　　【特定財源：県費 5,847万３千円　防対債 4,080万円】　

県の補助金を受け、がけ崩れの恐れがある住家を守るための対策工事を実施する。

社会資本整備総合交付金事業：住宅	 ［新規（一部継続）］470万８千円
■事業費内訳：委託費 470万８千円
　　　　　　　【特定財源：国費 235万４千円】

国の交付金を受け、公営住宅長寿命化計画の更新を行う。

【教　育　費】

弓削高等学校振興対策事業	 ［継続］939万３千円
■事業費内訳：補助金 939万３千円
　　　　　　　【特定財源：国費 115万７千円　過疎債 650万円】

上島町で唯一の県立高校である弓削高校の振興を目的として、生徒の通学費（船舶定期券）に係
る補助や入学祝い金に対する補助を行う。

埋蔵文化財調査事業	 ［継続］1,176万７千円
■事業費内訳：報酬 369万９千円　職員手当 30万５千円　

　　　　　　共済費 39万９千円　報償費 34万円　
　　　　　　旅費 46万４千円　需用費 194万４千円　
　　　　　　役務費 15万６千円　委託料 386万１千円　
　　　　　　使用料及び賃借料 48万３千円　
　　　　　　工事請負費 11万６千円　
　　　　　　【特定財源：国費 545万６千円】
宮ノ浦遺跡及び弓削島荘の国史跡指定を目標として事業を実

施する。

スポーツマスターズ2020	 ［新規］121万円
■事業費内訳：報償費 30万円　旅費 ２万３千円　需用費 37万円　

　　　　　　役務費 ４万６千円　使用料及び賃借料 47万１千円
シニア世代を対象にした、国体に次ぐ規模のスポーツ大会。上島町では９月19日（土）、20日（日）

に生名スポレク公園蛙石野球場で、軟式野球が実施される。
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【消　防　費】

愛媛県消防操法大会	 ［継続］134万９千円
■事業費内訳：旅費 119万６千円　需用費 ４万９千円　役務費 ６千円　使用料 ９万８千円　

令和２年度から、県内20市町全ての消防団が愛媛県消防操法大会に出場することとなり、町内予選
を勝ち抜いた小型ポンプ操法１チームと、ポンプ車操法１チームが県大会に出場する。訓練の成果を
披露する場であり、団員の消防技術向上と士気の高揚を図り、地域における消防活動の充実に寄与。

【防　災　費】

耐震性貯水槽設置事業	 ［新規］3,200万円
■事業費内訳：工事請負費 3,200万円【特定財源：国費 1,600万円　合併特例債 1,520万円】

災害に備えて、３か年で合計３基の40ｔ・耐震性貯水槽を整備する。

自主防災組織活性化支援事業費	 ［新規（継続）］90万円
■事業費内訳：補助金 90万円【特定財源：県費 45万円】

自主防災組織の活性化を目的として、自主防災組織が実施する組織活性化のための活動に対して、
予算の範囲内で補助金を交付。

上島町防災マップ更新事業	 ［新規］191万７千円
■事業費内訳：委託料 191万７千円

近年多発する大規模災害及び今後発生が懸念されている南海トラフ巨大地震に備えるため、正確
な情報を掲載した防災マップに更新。

災害情報伝達システム更新事業	 ［新規］7,790万２千円
■事業費内訳：工事請負費 7,790万２千円【特定財源：辺地債 7,600万円】

放送の遅延や音質劣化を解消するとともに、個人が所有する端
末への情報配信を可能にすることで、災害時に必要な様々な情報
を広く発信する体制を整えるため、災害情報伝達システムを更新。

【事 業 会 計】

公営企業会計移行事業	 ［新規］1,882万１千円
■事業費内訳：委託料 1,882万１千円（公共下水道：840万４千円　農業集落排水：414万７千円　

　　　　　　浄化槽：278万３千円　簡易水道：348万７千円）　
　　　　　　【特定財源：公営企業会計適用債 1,860万円】
平成31年１月に総務省の通達により、公営企業会計の適用範囲が拡大され、人口３万人未満の自

治体における下水道事業・簡易水道事業についても、令和６年度までに公営企業会計へ移行するこ
とが求められ、このため、令和２年度から３ヶ年かけて公営企業会計への移行事業を行う。

農山漁村地域整備交付金事業	 ［継続］1,050万円
■事業費内訳：工事請負費 1,050万円

　　　　　　【特定財源：国費 500万円　県費 100万円　辺地債・下水債 380万円】
国の交付金・県補助金を受け、農業集落排水処理の長寿命化計画に伴う老朽施設の改修工事を実施。
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年明けからの新型コロナウィルスによる肺炎が拡大を続け、町内
のイベントなどもほとんどが中止となった。また、小中学校も３月
４日から臨時休校となっており町としても、万全の態勢で臨むべく、
課長会で対応策を協議し、対策本部を立ち上げる場合の手順なども
確認し、マスクや消毒など、関係各所への予防態勢も整えている。
また、先ほど指摘があったように、町職員の行動には万全を期した
いと考えており、特に集団での歓送迎会、飲食等、従来であれば数
多くあったと思うが、自粛するよう申し合わせをしている。

令和２年度の新規事業は、防災関係の災害情報伝達システム更新
事業に着手し、災害時に必要な様々な情報を広く発信する体制を整
える。施設再編に向けて、上島町公共施設等総合管理計画に基づい
て、個別施設計画策定で施設ごとの具体的な対応方針を定める。

特別会計においては、将来に渡って持続可能な経営を確保するた
めに、公共下水、農業集落排水などの公営企業会計への移行事業も
開始する。
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、
上
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不
信
任
決
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案
は
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決
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審議事項の主なもの

行　政　報　告

議案第４４号　「新町建設計画の変更について」
町村合併特例債事業の実施に当たり、新町建設計画の変更の必要が生じ、

県との正式協議が整ったので、市町村の合併の特例に関する法律第６条第
６項の規定によりこの案を提出する。

Ｑ：新たに追加されている道の駅の整備について具体的な説明を。
Ａ：岩城橋完成後の地域振興拠点として、道の駅整備が必要となる事を想

定。
Ｑ：岩城物産センターでもお土産物を売っている。海の駅舎なども観光拠

点としてある。拠点がたくさん出来過ぎるのではないか。
Ａ：道の駅について、実際、具体的な案という形にはなっていない。柑橘、

魚介類等々、島の特色あふれる、そういう施設として整備できればとい
う願いも込めて、この計画に上げている。
Ｑ：立石港務所も結構スペースが広く、お土産ぐらい置けるのではないの

か。予定するのは何か矛盾を感じるし、本当に必要なのかと思う。

３月定例議会
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議案第４６号　「令和元年度上島町一般会計補正予算（第６号）」
フェスパへの緊急支援

賛成討論
いきなスポレクと、そこに運営が委ねられているホテル・フェスパは、共に町有財産、町有施設

であり、更には旧町村時代から続いてきた町民及び町外からの観光客の受け入れ施設として期待さ
れているという事実です。それを踏まえて、運営者が誰であれ、自治体としては守り、活用できる
ものにしていかねばならない施設だということです。

反対討論
新型コロナウィルス対策予算として、フェスパに対する支援策として500万の予算が計上されて

いる。町内の業者には440万円の被害が出ている。このような時においても、町民に対するコロナ
対策予算が組み込まれてない中、この予算を認めるわけにはいかない。町民の命・生命を守って行
く、この対策の予算額が何一つ組み込まれてない。町民に対する予算組みを図る事が必要と感じ､
この予算に対して強く反対をする。

新型コロナウィルスで困っている事業者はフェスパだけでなく、同じ第三セクターのいわぎ物産
センター、学校給食に食材を提供していた業者さんや農家さんなども同様であり、関係している方
たちだけでも数多くの人たちが困っている中、フェスパの事のみを考え、支援していく姿勢は、公
の機関である上島町が行う新型コロナウィルス対策としては不十分と判断する。

12月末に支援した金額で３月末までは営業できると回答があった。その蓋を取って開けてみると、
こういう結果になって、足らない、また支援してくださいと。コロナで影響を受けたと。12月から、
この２月まで、毎月その赤字が出ている。コロナの影響はあると思うが、それ以上にもフェスパ自
体が営業できない状態になっているので、３月をもってスポレクから離して、もう一度再建に向け
て営業をしていく方が良いと思う。

議案第２４号　「令和２年度上島町一般会計予算」
反対討論

災害情報伝達システム構築工事7,790万２千円は、現在あるＩＰ告知端末に代わって、災害情報
及び定時の放送などを住民の皆さんに知らせる仕組みであるが、このシステムに変更になると、災
害時の情報をメールでスマートフォン等に受信して確認するようになり、今までのような放送が聞
こえなかったということはなくなるという説明であるが、災害時のみならず、普段の定時放送もメ
ールで受信するようになり、日常的にメールの確認が必要になると思われる。希望者には、宅内の
専用端末を配布してくれるということだが、それには条件があり、希望者全員に配布されるもので
はない。現在の仕組みから大きく変わり、高齢者が大半の上島町でスマートフォンを主体とする災
害情報伝達システムを導入するにあたっては、予算よりも先に住民への説明と理解を求めることが
先であると考える。

臨時職員の処遇が悪化する恐れがある。正職員の欠員が出たときの補充として存在していたが、
正規の雇用となり、正規職員を雇用せず、すべて会計年度任用職員に置き換えることを正当化する
ものである。長年勤務している高い能力を持った臨時職員の給料を抑えるものである。
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委員長報告

１．審査事件名　　
議案第46号　令和元年度上島町一般会計補正予算（第６号）
議案第24号　令和２年度上島町一般会計予算
議案第25号～議案第39号　令和２年度上島町各特別会計予算

２．審査結果
予算決算委員会の採決時は委員全員出席のもと、上記事件のうち議案第46号「令和

元年度上島町一般会計補正予算（第６号）」については、７対５の賛成多数、議案第
24号「令和２年度上島町一般会計予算」についても、７対５の賛成多数をもって原案
のとおり可決すべきものと決定した。

他の議案第25号から第39号までの特別会計予算等については、委員の全会一致をも
って可決すべきものと決定した。

３．主な審査事項（経過）
　【審査の際に議論された事項等】

①フェスパ関連予算について
「コロナウイルスにより、町内中小業者も商売等に支障を来し損失が出ている。フェスパに

対してのみ、コロナウイルス支援対策として予算計上しているが、中小業者にも、貸付金を含
めた支援対策予算を計上すべき」という指摘があった。

それに対し、「コロナウイルスは、フェスパのみならず町内各事業者にも損害が及んでいる
ことは事実であるが、国の対応策が見えてこない。また、フェスパ予算に関しては今までのプ
ロセスもあり、補正に関しては、今年度末の状況に対する支援なので認めるべき」という意見
が出された。

その他にも、「令和３年度で撤退するのであれば、今が一番良いチャンスではないか。支援
した時に３月末までという事であったが、ここへきてコロナ対策だという。当初予算で６千万
円を出しても、また理由をつけてお金を出すのではないか」。
「フェスパは、基本的には誰がやっても黒字経営は非常に難しいのは初めから見えている。

そういった中で、運営方針も変わってきている。今後、再建化計画を実行していく中で動向が
見えてくる」。
「上島町の観光においては、フェスパが無いと進まない。岩城橋の完成も近く、観光客をど

のように取り込んでいくかを考えるうえで、フェスパは上島町の目玉である」。
「フェスパに対し、支援をしなければならないという意見も分かるが、今後のあり様をもっ

と話し合うべき」との意見があった。

議 員 間 討 議

土居　計彦 議員
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②災害情報伝達システム更新事業について
「災害情報伝達システムについては、もっと協議が必要ではないか。宅内放送機器の支給も

制約がありすぎ、情報を取るのに不自由される人が出てくるのではないか」
「理事者側より、いろいろな形で資料をくれるが、説明が不十分である。議員がどれだけ熟

知しているのか。システムの機能がどのように働いているのか理解していない中で上程された
予算については認められない」という意見があった。

それに対し、「担当者からの説明は受けている。問題点や疑問点があれば、その時に聞いて
ほしかった。説明が無いという事ではない」という意見も出された。

なお、議案第25号「令和２年度上島町国民健康保険事業会計予算」から議案第39号「令和２
年度上島町上水道事業会計予算」の15議案、特別会計予算等については、特に議論された事項
はなかった。

議　　員　　名

議　　案　　名

村
上
要
二
郎

林　
　

康
彦

大
西　

幸
江

藏
谷　

重
文

寺
下　

滿
憲

檜
垣　

一
成

平
山　

和
昭

濱
田　

高
嘉

前
田　

省
二

土
居　

計
彦

池
本　

興
治

松
原　

彌
一

亀
井　

文
男

池
本　

光
章

審議
結果

議案第44号
新町建設計画の変更について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ― 賛成12人
可　　決

議案第45号
辺地に係る総合整備計画の策定について

○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 賛成12人
可　　決

議案第46号
令和元年度上島町一般会計補正予算（第６号）

× ○ × × × ○ ○ ○ × × ○ × ○ ― 賛成６人
否　　決

議案第24号
令和２年度上島町一般会計予算

× ○ × × × ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ― 賛成７人
可　　決

意見書第１号
性犯罪に関する刑法の更なる改正を求める意見書（案）

× × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ― 賛成８人
可　　決

発議第２号
上島町長の不信任議決案

× × ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × × ― 賛成５人
否　　決

３月定例議会

提出議案

一目　　　審議結果
賛 否 の 分 か れ た 議 案

賛成 ○　　反対 ×　　議長 ―　　欠席 欠

でわかる
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上
島
町
財
政
計
画

　
　
　
　
　
　

に
つ
い
て

平
成
30
年
度
決
算
で
多

額
の
赤
字
を
計
上
し
基
金

の
切
り
崩
し
を
行
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
状
況
の
中
で
、
理
事
者

が
提
唱
す
る
ス
ク
ラ
ッ
プ
＆
ビ

ル
ド
は
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。

箱
物
等
の
建
設
は
少
な
く
は
な

っ
た
が
、
イ
ベ
ン
ト
や
大
型
事

業
の
廃
止
や
縮
小
、
施
設
の
統

廃
合
に
つ
い
て
実
績
と
計
画
、

ま
た
人
員
管
理
計
画
の
進
捗
状

況
も
回
答
願
い
ま
す
。

ス
ク
ラ
ッ
プ
の
状
況
は
、

か
み
じ
ま
音
楽
祭
、
産
業

ま
つ
り
、
さ
く
ら
祭
り
の
見
直

し
を
考
え
て
い
る
。
定
住
促
進

条
例
の
期
限
延
長
は
し
な
い
。

ビ
ル
ド
の
状
況
は
、
長
崎
桟

橋
・
立
石
港
の
改
修
、
生
名
フ

ェ
リ
ー
新
造
船
の
建
造
。
佐
島

地
区
に
最
終
処
分
場
の
建
設
、

災
害
情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
の
更

新
・
耐
震
性
貯
水
槽
の
設
置
な

ど
進
め
て
い
る
。
そ
の
他
、
生

名
フ
ェ
リ
ー
・
町
有
バ
ス
の
一

部
運
航
委
託
の
廃
止
、
危
機
管

理
機
能
の
事
務
移
管
、
事
務
の

効
率
化
の
た
め
の
組
織
の
改
編

も
行
っ
て
い
る
。

定
員
管
理
計
画
は
、見
直
し
・

検
討
を
行
っ
て
い
る
。
人
員
配

置
等
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
で

経
常
経
費
の
節
減
に
繋
が
る
と

考
え
て
い
る
。
議
員
の
指
摘
ど

お
り
、
現
在
、
基
金
の
取
り
崩

し
を
行
わ
な
け
れ
ば
行
政
運
営

が
出
来
な
い
状
況
と
な
っ
て
い

る
。
健
全
な
財
政
運
営
を
維
持

す
る
た
め
に
も
基
金
の
確
保
と

借
入
金
の
抑
制
に
努
め
た
い
。

令
和
２
年
よ
り
建
設
課

及
び
健
康
推
進
課
の
施
設

統
合
等
に
よ
り
経
費
の
削
減
を

図
っ
て
お
り
、
岩
城
橋
開
通
後

に
は
、
様
々
な
部
署
の
統
合
が

進
む
事
と
想
定
さ
れ
る
。
人
員

管
理
計
画
は
総
務
課
長
の
努
力

に
よ
り
削
減
に
向
け
て
進
ん
で

い
る
。
し
か
し
、
イ
ベ
ン
ト
等

は
、
予
算
の
削
減
が
行
わ
れ
て

い
な
い
状
況
で
あ
る
。
実
績
の

出
な
い
も
の
は
取
り
や
め
、
効

果
の
あ
る
も
の
へ
は
増
資
す
る

と
い
う
考
え
も
必
要
と
考
え

る
。町
の
財
源
状
況
に
つ
い
て
、

令
和
２
年
度
末
の
基
金
の
予
測

で
は
４
億
７
，
０
０
０
万
円
し

か
残
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
。

町
民
の
生
活
に
直
接
関
係
な
い

イ
ベ
ン
ト
や
施
設
、
事
業
な
ど

は
先
ず
廃
止
さ
せ
、
早
急
に
財

政
健
全
化
に
向
け
、
ス
ク
ラ
ッ

プ
＆
ビ
ル
ド
を
徹
底
し
て
ほ
し

い
。

議
員
の
言
う
と
お
り
、

イ
ベ
ン
ト
は
ま
だ
ま
だ
減

ら
す
必
要
が
あ
る
。
各
所
管
の

担
当
課
ご
と
に
様
々
な
イ
ベ
ン

ト
が
あ
る
が
、
す
べ
て
見
直
す

つ
も
り
で
や
っ
て
行
く
。

町
の
主
要
事
業
に
定
住

促
進
等
が
あ
る
が
、
上
島

町
に
住
ん
で
も
ら
う
為
に
予
算

が
組
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
収

入
が
あ
っ
て
で
き
る
事
だ
が
、

地
方
交
付
税
に
頼
ら
ざ
る
を
得

な
い
状
況
で
あ
る
。
し
か
し
、

上
島
町
職
員
が
因
島
な
ど
に
多

く
転
出
し
、
地
方
交
付
税
収
入

が
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
。
現

在
、
県
外
で
あ
る
尾
道
市
な
ど

へ
６
名
以
上
の
職
員
が
転
出
し

て
い
る
。
人
口
の
流
出
と
い
う

の
は
死
活
問
題
で
あ
り
、
定
住

促
進
を
主
要
事
業
と
位
置
付
け

る
本
町
に
お
い
て
、
職
員
も
住

み
た
い
町
に
す
る
た
め
に
は
ど

の
よ
う
な
政
策
を
考
え
て
い
る

の
か
。

指
摘
の
と
お
り
で
、
職

員
が
こ
の
町
に
住
み
続
け

た
い
。
こ
の
第
一
義
と
な
る
の

は
、
こ
こ
に
住
む
事
の
本
題

性
、
精
神
性
、
こ
う
い
っ
た
事

が
一
番
の
根
幹
を
成
す
と
考
え

て
い
る
。
多
額
の
経
費
を
使
っ

て
、
新
規
定
住
を
促
す
の
で
は

な
く
、
環
境
を
整
え
て
い
く
事

が
一
番
大
切
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
町
職
員
が
県
外
に
住
む

と
い
う
事
象
も
起
き
て
い
る
。

諸
々
の
要
因
が
絡
ま
っ
て
、
そ

う
い
う
事
象
も
起
き
て
き
た
こ

と
は
事
実
で
あ
り
、
喫
緊
の
課

質答

答

質

質

答

　令和２年３月５日に開会された第１回定例議会では、９名の議員

が一般質問を行った。答弁に関しては、理事者側答弁ということで

答弁者の個人名は省略しています。

※一般質問掲載文書につきましては、各議員が編集しております。

村
上
要
二
郎 

議
員

一般質問
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題
だ
と
思
っ
て
い
る
。

上
島
町
は
こ
う
い
う
状

況
で
あ
り
、
町
長
も
、
職

員
も
、
我
々
議
員
も
腹
を
く
く

っ
て
や
っ
て
行
く
必
要
が
あ

る
。フ

ェ
ス
パ
の
件
に
し
て
も
、

行
政
の
件
に
し
て
も
皆
さ
ん
腹

を
く
く
っ
て
や
っ
て
行
か
な
い

と
本
当
に
こ
の
上
島
町
が
無
く

な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ

る
。
こ
れ
は
私
か
ら
の
皆
さ
ん

に
対
す
る
お
願
い
で
す
。
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

生
名
高
松
城
跡
に

　
　
　
　
　
　

展
望
台
を

高
松
城
跡
地
は
生
名
橋

の
生
名
側
の
付
け
根
に
位

置
し
、
佐
島
と
岩
城
の
間
か
ら

見
え
る
燧
灘
。
そ
の
先
に
は
西

条
、
四
国
山
脈
が
望
め
る
場
所

で
す
。
こ
の
場
所
も
観
光
客
、

特
に
サ
イ
ク
リ
ス
ト
に
は
魅
力

的
な
場
所
で
す
。
こ
の
高
松
城

跡
を
展
望
台
と
し
て
、
東
屋
、

ベ
ン
チ
程
度
の
設
置
は
出
来
な

い
か
。

生
名
高
松
城
跡
へ
の
展

望
台
設
置
に
つ
い
て
は
、

生
名
橋
の
生
名
側
に
は
生
名
橋

建
設
時
に
生
名
橋
記
念
公
園
と

し
て
ト
イ
レ
・
休
憩
所
等
を
既

に
整
備
し
て
お
り
、
島
の
観
光

ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
サ
イ
ク
リ
ス

藏
谷　

重
文 

議
員

ト
を
は
じ
め
多
く
の
観
光
客
が

訪
れ
て
い
る
。
ま
た
、
生
名
橋

の
橋
上
か
ら
望
む
西
条
・
四
国

山
脈
等
の
眺
望
も
大
変
人
気
を

博
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
、

改
め
て
、
近
隣
に
同
等
施
設
等

を
整
備
す
る
の
は
経
費
面
等
も

考
慮
し
、
現
状
と
し
て
、
実
施

す
る
予
定
は
な
い
。

佐
島
の
東
屋
、
展
望
は

西
と
北
と
東
と
展
望
で
き

る
が
、
南
に
展
望
で
き
る
の

は
、
生
名
の
高
松
城
跡
し
か
な

い
。
ま
し
て
、
１
月
20
日
の
安

倍
総
理
の
演
説
、
施
政
演
説
の

中
で
地
方
創
生
、
観
光
立
国

で
、こ
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
、

５
０
０
近
い
市
町
村
が
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
の
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
と
な

り
ま
す
。
こ
れ
は
、
全
国
津
々

浦
々
の
魅
力
を
世
界
に
配
信
す

る
絶
好
の
機
会
で
す
。
こ
の
地

域
に
何
と
か
、
設
備
を
作
っ
て

い
た
だ
き
た
い
。

生
名
橋
周
辺
に
つ
い
て

は
、
既
に
佐
島
側
、
生
名

側
生
名
橋
記
念
公
園
に
も
東
屋

を
整
備
し
て
お
り
、
先
ほ
ど
言

わ
れ
た
南
側
へ
の
眺
望
で
す

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
橋
上

か
ら
十
分
に
臨
め
る
と
い
う
事

で
人
気
を
博
し
て
い
る
。

高
松
城
跡
に
つ
い
て
は
、
道

路
に
近
い
場
所
で
も
あ
り
、
近

隣
に
も
同
じ
よ
う
な
施
設
も
あ

り
、
施
設
を
整
備
す
る
の
は
、

現
状
と
し
て
は
難
し
い
。

弓
削
日
比
楡
田
地
区
の

開
発
に
つ
い
て

弓
削
島
日
比
楡
田
地
区

は
、
斜
度
３
度
か
ら
４
度

と
緩
や
か
な
地
形
で
約
１
万
㎡

の
耕
作
放
棄
地
が
あ
り
、
世
界

か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
瀬
戸
内

し
ま
な
み
地
域
に
お
い
て
、
こ

の
日
比
楡
田
地
区
を
観
光
の
拠

点
と
し
て
開
発
し
な
い
手
は
無

い
。
燧
灘
か
ら
上
が
る
朝
日
、

手
つ
か
ず
の
岩
場
、
砂
浜
な
ど

都
会
に
は
な
い
風
景
で
す
。
こ

の
場
所
に
、
宿
泊
施
設
、
東
屋
、

ピ
ザ
窯
な
ど
ア
ウ
ト
ド
ア
が
楽

し
め
る
施
設
を
整
備
し
、
休
耕

地
に
は
オ
リ
ー
ブ
や
柑
橘
な
ど

を
栽
培
し
、
販
売
し
て
は
ど
う

か
。
こ
の
取
り
組
み
は
、
観
光

開
発
や
雇
用
促
進
に
繋
が
り
ま

す
。
特
に
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ

さ
な
け
れ
ば
、
過
疎
化
が
急
速

に
進
む
上
島
町
に
未
来
は
あ
り

ま
せ
ん
。
農
業
に
し
て
も
漁
業

に
し
て
も
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ

し
て
は
ど
う
か
。
町
に
お
願
い

し
た
い
の
は
、
楡
田
地
区
の
所

有
者
の
方
に
使
用
許
可
を
得
る

こ
と
で
す
。
こ
の
件
に
つ
い
て

の
見
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

弓
削
楡
田
地
区
の
開

発
、
休
耕
地
の
地
権
者
に

つ
い
て
、
楡
田
の
浜
ま
で
抜
け

る
楡
田
農
道
の
直
線
約
１
５
０

ｍ
沿
い
の
休
耕
地
の
筆
数
は
86

筆
。
そ
の
う
ち
75
筆
は
筆
界
未

定
地
。
筆
界
未
定
地
と
は
、
昭

和
50
年
前
後
に
旧
弓
削
町
に
お

い
て
国
土
調
査
を
実
施
し
た

際
、
土
地
の
境
界
確
認
に
お
い

て
所
有
者
間
で
了
承
が
得
ら
れ

ず
区
画
が
決
定
さ
れ
て
い
な
い

土
地
。
ま
た
、
当
地
区
は
75
筆

も
の
筆
界
未
定
地
が
あ
る
状
況

か
ら
、
過
去
に
お
い
て
も
手
つ

か
ず
と
な
っ
た
。
仮
に
、
所
有

者
に
許
可
を
得
る
と
な
れ
ば
、

相
続
者
の
調
査
だ
け
で
も
相
当

答

質

質

質

答

質答
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公
共
施
設
等

総
合
管
理
計
画
の

　
　
　
　
　
　

具
体
化
を

国
か
ら
平
成
26
年
４
月

に
町
に
対
し
て
公
共
施
設

等
総
務
管
理
計
画
の
策
定
要
請

が
あ
り
、
平
成
29
年
３
月
に
上

島
町
は
、
策
定
し
た
。

本
計
画
の
中
で
学
校
教
育
施

設
、
小
学
校
、
中
学
校
、
学
校

給
食
セ
ン
タ
ー
、
教
員
住
宅
な

で
、
こ
の
辺
り
ま
で
に
有
識
者

会
議
を
開
く
と
か
、
そ
の
辺
り

ま
で
に
は
該
当
物
件
を
探
す
と

か
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
。
質
問

通
告
を
し
て
い
る
の
で
文
意
を

ち
ゃ
ん
と
取
っ
て
ほ
し
い
。
早

急
に
予
定
を
作
り
議
会
の
方
に

も
提
出
し
て
、
出
来
れ
ば
４
月

ま
で
に
や
っ
て
ほ
し
い
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

そ
の
整
備
計
画
策
定
に
つ
い
て

は
ど
こ
ま
で
進
ん
で
い
る
の

か
。
こ
れ
か
ら
の
予
定
に
つ
い

て
も
説
明
を
願
う
。

教
育
委
員
会
と
し
て
整

備
計
画
を
策
定
す
る
方
針

に
変
わ
り
な
い
が
、
ま
だ
具
体

的
な
段
階
に
入
っ
て
い
な
い
。

今
後
、
総
合
調
査
を
実
施
し
て

き
た
弓
削
島
庄
遺
跡
や
宮
ノ
浦

遺
跡
を
は
じ
め
と
し
た
製
塩
遺

跡
の
保
存
活
用
方
法
も
併
せ

て
、
架
橋
ま
で
に
は
整
備
計
画

の
策
定
を
進
め
、
架
橋
後
の
公

共
施
設
の
統
廃
合
に
よ
り
、
既

存
の
施
設
を
活
用
し
た
歴
史
文

化
資
料
館
の
設
置
を
考
え
て
い

る
。

今
後
の
予
定
、
大
枠
の

考
え
方
は
出
来
て
い
る
の

か
。

令
和
２
年
度
中
に
整
備

計
画
の
策
定
が
終
了
す
る

よ
う
に
頑
張
り
た
い
。

今
後
の
予
定
と
は
、
令

和
２
年
度
、
１
年
間
の
中

の
時
間
を
要
し
、
買
収
等
に
な

る
と
更
に
莫
大
な
時
間
を
要
す

る
と
と
も
に
最
終
的
に
許
可
が

得
ら
れ
る
か
ど
う
か
難
し
い
。

ま
た
、
整
備
に
は
、
区
域
設

定
や
地
権
者
の
同
意
、
実
施
主

体
が
民
間
な
の
か
町
な
の
か

等
、
各
種
機
関
と
の
調
整
や
協

議
を
含
め
慎
重
な
検
討
が
必
要

と
な
る
。
な
お
、
規
模
に
も
よ

る
が
、
財
源
確
保
、
更
に
は
運

営
に
当
た
っ
て
の
維
持
管
理
費

等
も
含
め
た
将
来
計
画
を
費
用

対
効
果
分
析
も
含
め
て
行
う
必

要
が
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
喫
緊
に

実
施
す
べ
き
事
業
と
し
て
位
置

付
け
る
に
は
、
補
助
事
業
採
択

を
条
件
に
し
な
い
と
単
独
事
業

実
施
で
は
財
政
面
も
含
め
現
状

と
し
て
は
難
し
い
。

楡
田
地
区
は
、
手
つ
か
ず
の

自
然
が
多
く
残
っ
て
い
る
景
勝

地
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
現

実
性
を
考
慮
す
る
と
実
施
は
非

常
に
困
難
な
案
件
で
あ
る
。

な
お
、
ア
ク
シ
ョ
ン
の
話
も

あ
っ
た
が
、
上
島
町
で
は
、
平

成
29
年
度
に
観
光
振
興
計
画
を

策
定
し
て
お
り
、
従
前
の
箱
も

の
整
備
に
注
力
す
る
の
で
は
無

く
、
交
流
人
口
拡
大
に
繋
が
る

サ
イ
ク
リ
ン
グ
を
通
じ
た
滞
在

型
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
推
進
を
基
本

方
針
と
し
て
掲
げ
、
岩
城
橋
開

通
を
見
据
え
た
各
種
事
業
を
展

開
し
て
い
る
。

今
年
度
は
、
観
光
客
の
周
遊

性
拡
大
及
び
滞
在
時
間
延
長
を

目
的
と
す
る
観
光
ス
ポ
ッ
ト
整

備
事
業
と
し
て
防
波
堤
ア
ー
ト

事
業
を
実
施
し
た
。
今
後
も
、

町
内
の
新
た
な
観
光
ス
ポ
ッ
ト

と
し
て
活
用
並
び
に
情
報
発
信

で
き
る
素
材
を
発
掘
し
て
行
き

た
い
。

上
島
町
歴
史
文
化
資
料
館

　

整
備
計
画
策
定
の

進
捗
状
況
は

平
成
31
年
の
第
１
回
上

島
町
議
会
定
例
会
で
上
島

町
の
歴
史
文
化
資
料
館
を
作
る

べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
質
問

に
、
歴
史
文
化
資
料
館
に
つ
い

て
は
、
既
存
の
公
共
施
設
を
有

効
活
用
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置

き
、
架
橋
ま
で
に
は
整
備
計
画

を
策
定
し
、
ソ
フ
ト
面
の
充
実

を
図
り
、
多
く
の
方
々
に
見
て

い
た
だ
き
将
来
へ
伝
承
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
務
が

あ
る
と
考
え
て
い
る
と
の
回
答

を
得
て
い
る
。
そ
の
と
き
に
ア

イ
デ
ィ
ア
が
形
に
な
っ
た
ら
議

会
へ
も
情
報
を
提
供
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
依
頼
し
て
い
た

が
、
あ
れ
か
ら
１
年
経
っ
た
が

平
山　

和
昭 

議
員

質

答 質質 答

質

寺
下　

滿
憲 

議
員
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上
島
町
の

　

人
口
減
少
予
測
と

対
応
策
を
尋
ね
る

高
齢
化
な
ど
に
よ
り
、

人
口
減
少
が
進
ん
で
い
く

が
、
５
年
、
10
年
後
の
人
口
予

測
を
尋
ね
る
。

現
状
の
制
度
で
の
区
割
り
、

地
区
割
で
は
居
住
地
区
の
運
営

が
難
し
く
な
る
の
で
は
な
い

か
。ど
の
よ
う
に
予
測
を
行
い
、

行
政
と
し
て
ど
の
よ
う
に
指
導

や
援
助
を
行
っ
て
い
く
か
、
方

針
を
尋
ね
る
。

上
島
町
の
人
口
は
推
計

で
、
今
年
度
６
，
３
６
１

人
、
５
年
後
の
25
年
に
は
５
，

７
０
９
人
、
10
年
後
の
30
年
に

は
５
，
１
２
４
人
。
今
か
ら
25

年
後
の
２
０
４
５
年
に
は
３
，

５
４
７
人
に
ま
で
減
少
す
る
と

予
測
さ
れ
て
い
る
。

区
割
り
、
地
区
割
に
つ
い
て

は
、
弓
削
地
区
の
中
都
、
浜
都

地
区
が
平
成
26
年
度
か
ら
中
都

浜
都
地
区
と
し
て
一
つ
に
な
っ

て
い
る
。
魚
島
地
区
の
高
井
神

島
に
つ
い
て
は
以
前
よ
り
、
魚

島
地
区
の
町
職
員
が
定
期
的
に

訪
問
し
て
い
る
。

各
地
区
の
方
々
の
地
区
へ
対

す
る
想
い
や
考
え
も
あ
る
と
思

わ
れ
る
の
で
、
行
政
サ
イ
ド
か

ら
の
指
導
や
助
言
な
ど
を
行
っ

て
い
く
こ
と
は
、
現
在
、
考
え

て
い
な
い
が
、
地
区
か
ら
の
相

談
や
協
議
が
あ
れ
ば
、
そ
の
都

度
、
地
区
の
方
々
と
一
緒
に
協

議
し
て
い
き
た
い
。

今
ま
で
、
地
区
に
任
さ

れ
て
行
っ
て
き
た
、
環
境

整
備
の
道
普
請
や
農
道
の
手
入

れ
等
が
難
し
く
な
っ
て
き
た
。

将
来
は
、
地
区
に
対
し
て
、
維

持
管
理
費
予
算
と
し
て
一
定
額

を
配
分
し
て
み
て
は
ど
う
か
。

常
日
頃
、
地
区
の
諸
課
題
を
行

政
に
相
談
し
て
い
る
が
、
実
現

す
る
こ
と
が
少
な
い
。

ど
個
別
施
設
を
核
と
し
た
街
づ

く
り
や
、
災
害
対
策
の
視
点
を

盛
り
込
み
岩
城
橋
開
通
に
合
わ

せ
た
、
教
育
施
設
の
充
実
を
目

指
し
た
計
画
を
示
し
て
ほ
し

い
。

教
育
委
員
会
で
は
、
学

校
施
設
は
、
児
童
生
徒
の

学
び
の
場
・
生
活
の
場
で
あ
る

と
と
も
に
、
災
害
時
に
は
、
地

域
住
民
の
避
難
場
所
の
役
割
を

果
た
す
こ
と
か
ら
防
災
機
能
の

強
化
は
、
重
要
で
あ
る
と
認
識

し
て
い
る
。
ま
た
、
岩
城
橋
開

通
を
見
据
え
た
個
別
シ
ー
ト
を

課
内
で
作
成
し
て
、
３
月
中
に

町
長
協
議
を
予
定
し
て
い
る
。

岩
城
橋
完
成
が
見
え
る

時
期
に
来
て
お
り
、
住
民

は
、
小
・
中
学
校
区
は
、
ど
う

な
る
か
心
配
し
て
い
る
。
町
長

は
、
当
面
は
、
い
ま
の
校
区
を

守
る
と
、
明
言
す
べ
き
だ
が
。

見
直
し
、
廃
止
を
個
々

の
施
設
ご
と
に
精
査
し
て

い
る
。
中
学
校
統
合
は
、
協
議

の
場
を
な
る
べ
く
早
く
立
ち
上

げ
る
。

教
育
委
員
会
と
し
て
は
、
学

校
統
合
は
、
大
変
重
要
な
問
題

と
認
識
し
て
い
る
。
学
校
は
、

島
の
文
化
の
灯
台
で
あ
り
、
住

民
、
学
校
、
保
護
者
の
声
を
し

っ
か
り
聴
く
必
要
が
あ
り
、
課

内
で
慎
重
に
審
議
す
る
。

国
体
以
後
の

い
き
な
ス
ポ
レ
ク
野
球
場

の
活
用
は

平
成
29
年
の
愛
媛
国
民

体
育
大
会
受
け
入
れ
で
い

き
な
ス
ポ
レ
ク
野
球
場
関
連
施

設
等
の
設
備
を
し
た
。

当
時
、
国
体
会
場
と
な
る
事

で
、
知
名
度
の
ア
ッ
プ
や
、
改

修
に
よ
る
施
設
の
機
能
の
充

実
、
ラ
ン
ク
向
上
で
、
国
体
終

了
後
は
、
合
宿
や
試
合
会
場
の

誘
致
が
容
易
に
な
る
計
画
で
し

た
が
、
状
況
は
ど
う
か
。

施
設
整
備
以
前
と
の
比

較
で
は
、
利
用
者
数
は
、

若
干
の
増
。
な
お
、
令
和
２
年

９
月
19
日
、
20
日
に
は
、
全
国

規
模
の
ス
ポ
ー
ツ
大
会
、
日
本

ス
ポ
ー
ツ
マ
ス
タ
ー
ズ
２
０
２

０
愛
媛
大
会
の
予
選
大
会
が
予

定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
令
和

３
年
１
月
に
は
、
韓
国
の
高
校

野
球
チ
ー
ム
が
１
ヶ
月
近
隣
市

町
で
合
宿
の
計
画
が
あ
り
、
蛙

石
野
球
場
も
名
乗
り
を
上
げ
誘

致
し
て
い
る
。
教
育
委
員
会
と

し
て
も
引
き
続
き
利
用
者
誘
致

に
取
り
組
む
。

ス
ポ
レ
ク
公
園
の
運
営

自
体
は
、
黒
字
で
利
用
客

も
増
え
て
い
る
。
し
か
し
、
フ

ェ
ス
パ
運
営
が
債
務
超
過
に
陥

っ
て
株
式
会
社
い
き
な
ス
ポ
レ

ク
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る

状
況
の
中
、
行
政
と
し
て
、
ど

の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
の

か
。

今
フ
ェ
ス
パ
運
営
で
、

ス
ポ
レ
ク
運
営
に
色
々
と

支
障
、
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る

事
は
、
事
実
で
す
。
ス
ポ
レ
ク

も
フ
ェ
ス
パ
も
残
す
決
意
で
取

り
組
ん
で
い
く
が
、
ス
ポ
レ
ク

に
迷
惑
を
掛
け
な
い
よ
う
に
す

る
。 答

答

答

質

質

答

質

質

質答

土
居　

計
彦 

議
員
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個
別
の
案
件
等
に
つ
い

て
は
、
今
で
も
町
の
補
助

金
制
度
が
あ
る
の
で
、
相
談
し

て
欲
し
い
。
地
区
の
維
持
管
理

費
用
の
予
算
化
に
つ
い
て
は
、

今
後
、
区
長
懇
談
会
等
の
意
見

を
伺
い
進
め
て
い
く
。

町
道
の
補
修
計
画
を

　
　
　
　
　
　
　

尋
ね
る

平
成
30
年
12
月
定
例
議

会
で
行
っ
た
私
の
一
般
質

問
に
対
し
、
補
修
基
準
に
よ

り
、
補
修
を
行
っ
て
い
る
と
い

う
答
弁
が
あ
っ
た
。
今
年
度
予

算
と
新
年
度
予
算
で
町
道
の
補

修
計
画
が
あ
れ
ば
場
所
を
聞
き

た
い
。

判
断
基
準
と
し
て
尋
ね
る

が
、
例
え
ば
、
上
弓
削
寺
道
線

は
少
な
く
と
も
40
年
以
上
は
工

事
さ
れ
て
な
い
が
、
補
修
必
要

度
の
採
点
は
ど
れ
く
ら
い
か
。

今
年
度
の
舗
装
長
寿
命

化
計
画
に
基
づ
く
補
助
事

業
は
生
名
地
区
立
石
後
新
開
線

で
す
。
新
年
度
の
計
画
で
は
、

岩
城
地
区
船
越
線
、
弓
削
地
区

の
狩
尾
線
・
東
風
浜
線
を
予
定

し
て
い
る
。

今
後
も
、
地
区
要
望
が
あ
っ

た
路
線
に
つ
い
て
は
、
交
通
量

や
緊
急
性
を
勘
案
し
、
優
先
順

位
を
決
定
し
、実
施
し
て
い
く
。

上
弓
削
寺
道
線
は
、
前
回
作

成
し
た
舗
装
長
寿
命
化
計
画
の

対
象
で
は
な
く
、
補
修
必
要
度

の
採
点
は
行
っ
て
い
な
い
。
補

助
事
業
の
対
象
路
線
で
は
な
い

の
で
、
地
区
要
望
等
に
よ
り
交

通
量
や
緊
急
性
を
勘
案
し
て
対

応
す
る
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

一
般
廃
棄
物
並
び
に

産
業
廃
棄
物
に
関
し
て

一
般
廃
棄
物
収
集
、
運

搬
、
処
分
業
務
の
随
意
契

約
に
よ
る
委
託
契
約
が
３
月
末

で
終
了
し
、
４
月
以
降
の
業
務

濱
田　

高
嘉 

議
員

委
託
は
入
札
方
式
に
よ
る
業
者

指
名
を
行
う
と
答
弁
さ
れ
た
が

現
時
点
の
進
捗
状
況
は
。

業
者
を
公
募
し
、
見
積

入
札
を
行
う
こ
と
の
町
長

決
済
が
下
り
本
日
、
公
募
の
広

告
を
行
う
予
定
。

12
月
19
日
の
新
聞
報
道

で
は
、
町
内
業
者
に
よ
る

産
業
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
が
愛

媛
県
の
立
入
検
査
で
発
覚
し
、

県
の
指
導
で
不
法
投
棄
し
た
産

業
廃
棄
物
を
撤
去
し
た
。
同
業

者
は
、
12
月
16
日
産
業
廃
棄
物

収
集
、
運
搬
、
処
分
業
務
の
廃

止
を
愛
媛
県
に
届
出
て
、
受
理

さ
れ
廃
業
さ
れ
た
。
ま
た
、
令

和
２
年
１
月
15
日　

県
は
こ
の

業
者
を
１
月
14
日
か
ら
３
月
13

日
ま
で
の
２
ヶ
月
間
の
入
札
参

加
資
格
停
止
措
置
を
し
た
と
の

報
道
に
対
し
て
、
上
島
町
は
、

こ
の
業
者
に
ど
ん
な
対
応
、
措

置
を
し
た
の
か
。

町
内
業
者
は
、
愛
媛
県

よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施

設
の
設
置
許
可
を
得
て
、
産
業

廃
棄
物
処
理
法
に
基
づ
く
立
入

検
査
、
報
告
、
徴
収
を
行
い
、

法
令
な
ど
に
違
反
し
た
場
合

は
、
許
可
の
取
消
な
ど
の
行
政

処
分
が
科
せ
ら
れ
る
。
産
業
廃

棄
物
に
関
し
て
は
県
の
所
管
事

務
で
あ
り
、
上
島
町
に
は
行
政

処
分
等
の
権
限
は
な
い
。
し
か

し
、
上
島
町
内
で
の
事
案
で
あ

り
、
業
者
に
対
し
て
、
愛
媛
県

の
処
分
に
準
じ
て
、
不
正
又
は

不
誠
実
な
行
為
を
行
っ
た
と
し

て
令
和
２
年
１
月
14
日
か
ら
３

月
13
日
ま
で
の
２
ヶ
月
間
入
札

参
加
資
格
停
止
の
措
置
を
行
っ

た
。

県
の
所
管
事
務
で
あ

り
、
上
島
町
に
は
行
政
処

分
の
権
限
が
な
い
と
言
わ
れ
た

が
、
町
は
何
の
判
断
基
準
な
り

根
拠
で
、
県
と
同
様
に
２
ヶ
月

間
の
入
札
参
加
指
名
停
止
を
科

し
た
の
か
。

こ
の
件
の
調
査
権
や
指

導
等
に
つ
い
て
、
法
律
的

に
は
町
に
は
な
い
こ
と
を
確
認

し
た
が
、
町
内
で
発
生
し
た
事

案
で
あ
り
、
ど
の
様
な
措
置
が

行
え
る
か
協
議
し
た
が
、
こ
れ

ま
で
前
例
が
な
く
県
が
科
し
た

処
分
に
準
じ
て
、
同
日
付
、
同

期
間
の
入
札
参
加
資
格
停
止
の

措
置
を
行
っ
た
。

県
か
ら
設
置
許
可
を
受

け
た
町
内
業
者
は
、
上
島

町
が
定
め
た
上
島
町
建
設
工
事

指
名
停
止
処
分
要
綱
の
適
用
に

該
当
し
な
い
の
か
、
県
の
判
断

基
準
だ
け
で
処
分
さ
れ
た
こ
と

に
大
き
な
疑
問
を
感
じ
る
。

県
が
発
表
し
た
入
札
参
加
資

格
停
止
の
措
置
理
由
に
、
産
業

廃
棄
物
76
．
２
㎥
を
不
法
投
棄

に
加
え
、
許
可
を
取
得
せ
ず
約

４
，
５
０
０
㎡
に
わ
た
り
建
設

残
土
等
を
埋
め
立
て
た
と
あ
る

の
に
、
廃
棄
物
処
理
法
違
反
で

は
な
く
不
正
又
は
不
誠
実
な
行

為
と
し
て
、
２
ヶ
月
間
の
指
名

停
止
と
し
た
こ
と
。
県
及
び
上

島
町
の
条
例
等
で
も
、
廃
棄
物

処
理
法
違
反
は
６
ヶ
月
以
上
24

ヶ
月
以
内
と
明
記
さ
れ
て
い

る
。
今
回
の
処
置
は
、
上
島
町

と
し
て
の
自
主
性
と
か
、
独
立

性
を
無
視
し
た
措
置
で
は
な
い

の
か
。

質

質

質

答

質答

答

答 質 答
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図
書
室
へ
の
司
書
の
配

備
や
図
書
の
管
理
シ
ス
テ

ム
の
導
入
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

な
方
針
な
の
か
。

本
町
で
は
子
ど
も
読
書

活
動
推
進
計
画
を
策
定
し

て
い
な
い
た
め
、
令
和
２
年
度

の
策
定
を
目
指
し
て
、
進
め
て

い
く
。
町
内
の
図
書
資
料
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
化
が
出
来
れ
ば
、

町
民
の
文
化
の
向
上
に
も
役
立

つ
と
思
っ
て
い
る
の
で
前
向
き

に
検
討
し
た
い
。
図
書
館
司
書

の
配
備
に
関
し
て
は
、
人
件
費

等
の
問
題
も
あ
り
、
す
ぐ
答
え

ら
れ
な
い
が
、
司
書
が
い
る
ほ

う
が
良
い
と
考
え
て
い
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス

へ
の
町
の
対
応
は

町
と
し
て
学
校
や
高
齢

者
福
祉
施
設
な
ど
へ
の
対

応
や
提
供
は
ど
の
よ
う
に
し
て

い
ま
す
か
。
ま
た
、
過
剰
な
反

応
と
な
ら
な
い
よ
う
な
広
報
が

必
要
だ
と
思
う
が
、
ど
の
よ
う

に
町
民
に
知
ら
せ
て
い
く
お
つ

も
り
な
の
か
。

こ
の
件
に
関
し
て
、
調

査
権
限
は
県
が
持
ち
、
町

に
は
な
い
と
認
識
し
て
い
た

が
、
行
政
区
域
内
で
起
こ
っ
た

こ
と
な
の
で
、
監
督
責
任
は
あ

る
と
思
う
。
県
、
保
健
所
等
、

土
木
関
係
者
に
一
度
確
認
し
た

い
。

今
後
、
町
内
業
者
に
よ

る
工
事
等
で
産
業
廃
棄
物

の
不
法
投
棄
等
に
よ
る
廃
棄
物

処
理
法
違
反
の
事
例
が
発
生
し

た
場
合
、
こ
れ
が
前
例
と
な
っ

て
２
ヶ
月
以
上
の
行
政
処
分
を

科
す
こ
と
は
、
法
の
下
で
の
公

平
性
、
整
合
性
を
欠
き
、
非
常

に
難
し
い
局
面
が
生
じ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
お
く
。

宮
ノ
浦
遺
跡
の

　

国
史
跡
指
定
へ
の

進
捗
状
況
に
つ
い
て

佐
島
宮
ノ
浦
遺
跡
は
、

町
教
育
委
員
会
、
愛
媛
大

学
に
よ
っ
て
、
平
成
23
年
か
ら

毎
年
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
古

墳
時
代
の
製
塩
土
器
の
発
掘
に

加
え
て
、
中
世
の
塩
田
跡
が
発

見
さ
れ
、
学
術
的
に
も
文
化
遺

産
と
し
て
も
希
少
価
値
の
あ
る

塩
田
跡
と
確
認
さ
れ
、
宮
ノ
浦

遺
跡
を
文
化
財
保
護
法
に
於
け

る
将
来
の
国
史
跡
指
定
申
請
を

視
野
に
、
平
成
27
年
度
末
ま
で

に
報
告
書
作
成
を
決
め
、
28
年

３
月
、
第
５
次
発
掘
調
査
成
果

報
告
会
で
も
国
史
跡
化
を
睨
ん

で
、
こ
の
遺
跡
を
ど
う
残
し
、

い
か
に
活
用
す
る
か
、
講
演
さ

れ
た
が
、
国
史
跡
へ
の
進
捗
状

況
は
。

第
９
次
に
及
ぶ
発
掘
調

査
に
よ
っ
て
、
佐
島
宮
ノ

浦
遺
跡
は
、
弓
削
島
荘
遺
跡
と

共
に
歴
史
上
、
学
術
上
の
価
値

が
高
く
国
史
跡
指
名
の
価
値
が

高
く
、
国
史
跡
指
定
に
相
応
し

い
遺
跡
で
あ
る
と
の
評
価
も
文

化
庁
か
ら
頂
い
て
い
る
が
、
教

育
委
員
会
で
は
、
ユ
ネ
ス
コ
記

憶
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
東
寺
百

合
文
書
で
脚
光
を
浴
び
た
中
世

の
製
塩
遺
跡
と
し
て
、
弓
削
島

荘
遺
跡
の
国
史
跡
指
定
を
目
指

し
て
お
り
、
国
や
県
と
協
議
中

で
、
ま
ず
は
、
弓
削
島
荘
遺
跡

を
国
史
跡
目
指
し
、
そ
の
上

で
、
国
、
県
、
そ
し
て
愛
媛
大

学
と
協
議
を
行
い
、
宮
ノ
浦
遺

跡
の
国
史
跡
指
定
を
目
指
し
て

行
く
。

国
史
跡
指
定
へ
の
活
動

等
が
、
佐
島
宮
ノ
浦
遺
跡

か
ら
弓
削
島
荘
へ
と
変
更
さ
れ

た
こ
と
に
驚
く
。
10
年
近
く
、

発
掘
調
査
を
行
い
、
成
果
報
告

会
を
開
催
し
、
学
術
的
、
文
化

遺
産
と
し
て
も
希
少
価
値
の
あ

る
遺
跡
と
報
道
さ
れ
、
文
化
遺

産
予
算
に
つ
い
て
も
議
会
は
賛

成
し
て
き
た
。
改
め
て
質
問
す

る
が
、
い
つ
、
だ
れ
が
、
ど
う

し
て
、
ど
う
い
う
経
緯
で
変
更

し
た
の
か
。

ど
の
時
点
で
そ
の
よ
う

に
宮
ノ
浦
遺
跡
か
ら
弓
削

島
荘
が
先
に
な
っ
た
の
か
正
確

に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

こ
の
質
問
書
を
提
出
す

る
以
前
に
、
口
頭
で
質
問

し
て
い
る
の
で
、
分
か
り
ま
せ

ん
と
の
答
弁
は
無
責
任
。
変
更

の
経
緯
や
示
唆
し
た
の
は
、
大

学
側
か
、上
島
町
か
、文
化
庁
な

の
か
、
町
民
に
も
、
議
会
に
も
、

理
解
で
き
る
説
明
を
す
べ
き
。

ま
た
、
発
掘
調
査
等
を
支
援
し

て
き
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
の
代
表
で

さ
え
、
こ
の
事
実
を
知
ら
さ
れ

て
い
な
い
。
平
成
23
年
７
月
に

町
と
愛
媛
大
学
の
間
で
連
携
協

力
協
定
書
を
締
結
し
て
、
大
学

か
ら
高
度
な
技
術
や
知
識
を
地

域
発
展
の
た
め
に
提
供
し
て
頂

き
、
上
島
町
は
、
大
学
の
皆
さ

ん
に
実
践
の
中
で
学
ぶ
フ
ィ
ー

ル
ド
を
提
供
し
ま
す
と
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、共
通
認
識
の
下
、

情
報
共
有
、
相
互
理
解
、
地
域

間
交
流
等
に
十
分
配
慮
し
た
対

応
が
必
要
で
す
。早
急
に
調
査
、

確
認
を
行
い
、
改
め
て
議
会
に

報
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

答

答

答

質 答

質 質

質質

質
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て
い
ま
す
。農
作
物
へ
の
被
害
、

最
近
は
民
家
の
近
く
に
ま
で
現

れ
て
人
的
被
害
も
心
配
さ
れ
ま

す
。
民
家
の
玄
関
の
戸
を
壊
し

た
り
、
夜
間
に
車
の
走
行
中
に

猪
が
突
進
し
て
来
た
り
し
て
、

大
変
危
険
な
目
に
あ
っ
た
人
も

い
ま
す
。
有
害
鳥
獣
に
対
す
る

駆
除
は
急
務
で
す
。

駆
除
の
方
法
も
銃
か
罠
で
限

ら
れ
て
い
る
が
銃
、
罠
の
捕
獲

隊
の
人
数
は
地
区
別
で
何
名
で

す
か
。

猪
の
繁
殖
力
の
方
が
駆
除
数

よ
り
勝
っ
て
お
り
、
駆
除
が
追

い
つ
か
な
い
状
況
で
す
。

他
市
町
村
に
も
協
力
を
お
願

い
し
て
積
極
的
に
駆
除
に
努
力

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
予
算
的

に
厳
し
い
と
思
う
が
、
予
算
を

増
額
し
て
で
も
被
害
を
少
な
く

し
て
住
民
に
理
解
し
て
も
ら
え

る
様
な
体
制
を
と
る
べ
き
で
あ

る
と
思
う
が
ど
の
様
に
お
考
え

で
す
か
。銃

の
捕
獲
隊
の
人
数

は
、
地
区
別
で　

岩
城
11

名
、
弓
削
５
名
、
生
名
２
名
、

魚
島
１
名
で
、
計
19
名
で
す
。

ま
た
、
罠
の
捕
獲
隊
は
、
地

区
別
で
岩
城
32
名
、弓
削
19
名
、

生
名
８
名
、
魚
島
４
名
で
、
計

63
名
で
す
。
今
年
度
は
、
罠
５

名
の
新
規
取
得
者
、
猟
銃
免
許

２
名
、
取
得
中
で
す
。

生
活
区
域
で
の
捕
獲
は
で
き

な
い
為
、
引
き
続
き
、
農
作
物

等
の
被
害
対
策
と
し
て
、
畑
の

防
護
柵
設
置
の
補
助
及
び
各
捕

獲
隊
に
よ
る
捕
獲
活
動
の
支
援

に
よ
り
、
個
体
数
の
減
少
を
図

る
こ
と
が
最
善
の
策
と
考
え
て

い
る
。

ま
た
、
捕
獲
組
織
の
強
化
策

と
し
て
狩
猟
免
許
取
得
の
全
額

補
助
に
よ
る
捕
獲
資
格
者
の
確

保
・
育
成
を
継
続
し
て
行
い
、

民
家
や
そ
の
他
へ
の
影
響
が
最

小
限
に
抑
え
ら
れ
る
よ
う
予
算

を
継
続
し
て
計
上
す
る
。
各
捕

獲
隊
に
つ
い
て
は
、
９
月
定
例

議
会
の
獣
肉
加
工
施
設
条
例
改

正
時
に
説
明
し
た
が
、
隊
員
の

高
齢
化
が
進
ん
で
お
り
、
体
力

の
衰
え
な
ど
か
ら
捕
獲
活
動
か

ら
引
退
す
る
方
も
い
る
状
況
。

前
年
度
は
、
捕
獲
隊
の
活
動

が
停
滞
し
た
時
期
も
あ
り
捕
獲

頭
数
が
減
少
し
た
が
、
今
年
度

は
、
30
年
度
の
豪
雨
災
害
に
よ

り
被
害
の
あ
っ
た
農
林
道
の
災

害
復
旧
に
伴
い
、
捕
獲
区
域
の

回
復
、
新
規
狩
猟
免
許
取
得
者

の
捕
獲
活
動
へ
の
参
加
も
あ

り
、
１
月
末
現
在
で
、
捕
獲
実

績
と
し
て
、
Ｈ
30
年
度
１
３
０

頭
に
対
し
、
Ｒ
元
年
度
は
２
２

５
頭
を
捕
獲
し
て
お
り
、
捕
獲

頭
数
で
95
頭
の
増
加
、
対
前
年

比
で
約
73
％
増
と
な
っ
て
い

る
。今

後
の
対
策
と
し
て
、
引
き

続
き
猪
を
捕
獲
す
る
組
織
の
更

な
る
育
成
、
強
化
を
図
り
、
猪

の
個
体
数
の
減
少
に
努
め
る
。

ま
た
、他
市
町
村
の
協
力
だ
が
、

近
隣
市
町
で
は
今
治
市
等
も
こ

の
対
策
に
は
非
常
に
苦
慮
し
て

お
り
、
イ
ノ
シ
シ
に
加
え
、
サ

ル
や
シ
カ
等
の
鳥
獣
被
害
も
多

く
、
応
援
し
て
も
ら
う
こ
と
は

難
し
い
と
考
え
て
い
る
。

町
内
で
猪
に
よ
る
被
害
が
発

生
し
て
10
年
以
上
が
経
過
し
、

生
息
し
て
い
る
猪
の
個
体
数
調

整
に
は
、
日
々
継
続
し
た
地
道

な
捕
獲
活
動
が
必
要
と
考
え
て

い
る
。
他
力
を
期
待
す
る
の
で

は
な
く
、
先
ず
は
自
ら
が
地
域

の
た
め
に
狩
猟
免
許
を
取
得

し
、
捕
獲
隊
に
加
入
し
て
捕
獲

活
動
に
是
非
協
力
い
た
だ
き
た

い
。
罠
の
設
置
数
が
増
加
す
れ

ば
、
そ
れ
に
比
例
し
て
捕
獲
頭

数
も
増
え
、
生
活
区
域
へ
の
イ

ノ
シ
シ
の
徘
徊
は
減
少
す
る
と

考
え
て
い
る
。

数
多
く
報
告
さ
れ
る
猪

の
被
害
、
中
で
も
農
作
物

の
被
害
は
甚
大
で
あ
り
、
農
水

省
の
発
表
に
よ
る
と
年
間
50
億

円
ほ
ど
の
被
害
が
算
出
さ
れ
、

丹
精
込
め
て
作
っ
た
作
物
を
収

穫
前
に
一
夜
に
し
て
、
駄
目
に

さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
以
外
で
も
人
的
被
害
も
心

配
で
、
人
に
噛
み
つ
い
た
り
し

て
、
大
け
が
を
し
た
ニ
ュ
ー
ス

も
最
近
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

民
家
付
近
に
も
現
わ
れ
て
花
壇

を
荒
ら
し
た
り
、
や
り
た
い
放

題
で
す
。
被
害
を
防
ぐ
た
め
に

は
、
体
制
の
整
備
、
環
境
の
整

備
等
色
々
あ
り
ま
す
が
、
獣
害

対
策
は
一
人
で
取
り
組
む
よ

り
、
グ
ル
ー
プ
で
取
り
組
む
こ

と
で
よ
り
効
果
を
上
げ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
猪
を
寄
せ
付
け

感
染
症
対
策
と
し
て
、

町
主
催
の
各
種
会
議
や
イ

ベ
ン
ト
等
中
止
し
て
い
る
。
高

齢
者
福
祉
施
設
や
公
共
施
設
の

窓
口
で
は
、
文
書
で
注
意
喚
起

を
行
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
わ

か
り
や
す
い
よ
う
に
変
更
し
て

い
く
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び
ケ

ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
に
よ
る
注
意
喚

起
も
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
保

育
所
や
学
童
保
育
、
診
療
所
の

消
毒
液
や
マ
ス
ク
に
関
し
て

は
、
在
庫
の
確
認
等
行
っ
て
い

る
。
診
療
所
と
は
、
情
報
を
共

有
す
る
場
を
持
っ
て
い
な
い
の

で
、
今
後
協
議
の
場
を
作
る
よ

う
に
進
め
る
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

質

質

答

答

檜
垣　

一
成 

議
員

有
害
鳥
獣
対
策
に
つ
い
て

猪
に
よ
る
被
害
の
苦
情

が
非
常
に
多
く
寄
せ
ら
れ
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り
、
運
航
中
止
の
判
断
が
困
難

な
場
合
に
は
運
航
管
理
者
と
協

議
し
、
そ
し
て
、
安
全
統
括
管

理
者
で
あ
る
公
共
交
通
課
長
に

連
絡
し
、
最
終
的
に
町
長
へ
報

告
す
る
。

当
日
の
風
速
に
対
し
て
は
、

消
防
本
部
の
気
象
情
報
に
よ
る

と
、
運
航
基
準
に
定
め
る
発
航

中
止
の
風
速
に
は
至
っ
て
い
な

い
。

海
光
園
に
つ
い
て

海
光
園
の
収
支
は
独
立

採
算
性
が
原
則
で
、
開
園

以
来
健
全
経
営
を
継
続
し
て
い

ま
し
た
が
、
赤
字
が
続
い
て
い

る
の
は
な
ぜ
か
。

ま
た
、
入
園
し
た
い
町
民
が

30
人
以
上
待
機
し
て
い
る
が
、

空
い
て
い
る
ベ
ッ
ド
が
約
９
床

ほ
ど
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
こ

の
よ
う
な
矛
盾
を
発
生
さ
せ
て

い
る
の
か
。

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
事
業
会
計
の
繰
入
金

は
、
年
々
増
加
し
、
経
営
状
況

は
悪
化
し
て
い
る
が
、
新
海
光

園
建
設
に
伴
う
起
債
の
償
還
と

そ
の
後
の
人
件
費
の
増
加
が
主

要
因
。

次
に
、
空
い
て
い
る
ベ
ッ
ド

が
有
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
現

在
、
新
規
の
受
け
入
れ
を
抑
え

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の

為
空
床
が
発
生
し
て
い
る
状
況

で
あ
る
。
全
国
的
に
介
護
・
看

護
の
人
手
が
不
足
し
て
い
る
中

で
、
募
集
は
継
続
的
に
行
っ
て

い
る
が
、
人
材
確
保
が
ま
ま
な

ら
ず
、
海
光
園
に
お
い
て
も
、

現
在
看
護
師
の
確
保
に
苦
慮
し

て
い
て
、
入
所
者
に
対
し
て
適

切
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
出
来
な

い
現
状
。

来
年
度
に
は
看
護
師
の
新
規

採
用
も
予
定
し
て
い
る
。

フ
ェ
ス
パ
経
営
の

責
任
に
つ
い
て

今
年
の
１
月
に
、
客
単

価
を
上
げ
、
高
級
感
が
あ

る
旅
を
求
め
る
人
を
フ
ェ
ス
パ

の
対
象
に
す
る
と
発
表
が
あ
り

ま
し
た
。
昨
年
に
水
曜
日
を
定

休
日
に
し
、
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
や

夜
の
レ
ス
ト
ラ
ン
を
事
前
予
約

制
に
す
る
と
い
っ
た
経
費
の
み

を
削
減
圧
縮
す
る
こ
と
赤
字
が

減
少
し
た
よ
う
に
み
せ
か
け
る

運
営
を
行
う
の
か
、
そ
の
理
由

と
根
拠
を
お
示
し
く
だ
さ
い
。

フ
ェ
ス
パ
の
経
営
に
つ

い
て
は
、
専
門
家
も
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、
売
り
上
げ

を
伸
ば
し
て
経
営
改
善
を
図
る

に
は
稼
働
率
を
上
げ
て
、
単
価

を
上
げ
て
高
級
感
の
あ
る
旅
を

求
め
る
人
た
ち
も
誘
客
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
地
元
の
人
口

が
大
き
く
減
少
し
て
い
く
中

で
、
客
数
の
確
保
で
経
営
の
改

善
を
図
り
。
人
口
減
少
に
対
す

る
今
後
の
主
要
な
対
策
と
す

る
。ま

た
、
フ
ェ
ス
パ
は
大
き
な

行
動
的
欠
陥
を
抱
え
な
が
ら
こ

れ
ま
で
や
っ
て
き
た
が
、
こ
の

行
動
的
欠
陥
は
、
克
服
す
る
た

め
に
制
度
改
革
を
や
る
。
フ
ェ

ス
パ
も
ス
ポ
レ
ク
も
何
と
し
て

も
継
続
す
る
覚
悟
で
臨
ん
で
い

く
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
す
る
。

な
い
方
法
と
し
て
、
忌
避
剤
も

効
果
が
あ
る
よ
う
で
す
。
猪
が

嫌
う
臭
い
を
配
合
し
た
液
体
で

被
害
を
受
け
た
く
な
い
場
所
の

外
周
部
に
散
布
す
る
こ
と
で
猪

が
近
寄
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
で
す
。
各
種
、
唐
辛
子
、
ハ

ー
ブ
、
様
々
あ
り
ま
す
が
、
有

害
鳥
獣
に
対
し
て
、
駆
除
に
積

極
的
に
取
組
ん
で
欲
し
い
。
因

み
に
防
御
策
を
設
置
し
た
場
合

補
助
金
が
ど
れ
ぐ
ら
い
出
る
の

か
。

農
作
物
の
防
御
策
設
置

に
つ
い
て
は
、
上
限
が
５

万
円
で
、
設
置
額
の
半
額
を
補

助
し
て
い
る
。

銃
を
用
い
る
狩
猟
期
間

は
決
ま
っ
て
い
る
の
か
。

狩
猟
時
期
は
、
10
月
か

ら
３
月
末
だ
が
、
上
島
町

の
場
合
は
年
間
通
し
て
、
捕
獲

隊
が
捕
獲
出
来
る
。

答

答

答

答

質

前
田　

省
二 

議
員

危
機
管
理
に
つ
い
て

１
月
27
日
、
経
験
し
た

こ
と
の
な
い
よ
う
な
強
風

が
吹
き
続
け
ま
し
た
が
、
今
回

の
強
風
災
害
に
対
し
、
ど
の
時

点
で
災
害
対
策
本
部
を
立
ち
上

げ
、
ど
の
よ
う
な
指
示
を
出
し

た
の
か
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う

な
具
体
的
な
対
応
策
を
し
た
の

か
お
示
し
く
だ
さ
い
。

こ
の
日
の
気
象
条
件

で
、
上
島
町
は
災
害
対
策

本
部
を
設
置
し
て
い
な
い
。
こ

の
条
件
で
は
災
害
対
策
本
部
を

設
置
す
る
条
件
に
は
合
致
し
て

い
な
い
。
こ
の
基
準
は
、
上
島

町
地
域
防
災
計
画
に
あ
る
。

今
回
の
欠
航
に
つ
い
て
は
、

規
程
に
基
づ
き
、
基
本
的
に
は

船
長
が
行
う
こ
と
と
な
っ
て
お

質

質

質

答
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令和２年４月30日、新型コロナウイルス感染症対策について、
危機感とスピードと公平性を担保して、迅速な対応を実施して
いただくよう要望し、提言書を宮脇町長に提出した。

町
村
議
会
議
員
と
し

て
、
多
年
に
わ
た
り
地
域

の
振
興
発
展
に
寄
与
さ
れ

た
等
の
功
績
が
認
め
ら

れ
、
こ
の
度
上
島
町
議
会

か
ら
次
の
方
々
が
自
治
功

労
者
表
彰
を
受
賞
さ
れ
ま

し
た
。

（
議
員
歴
30
年
以
上
）

池
本  

興
治 

議
員

（
議
員
歴
27
年
以
上
）

土
居  

計
彦 

議
員

（
議
員
歴
15
年
以
上
）

松
原  

彌
一 

議
員

平
山  

和
昭 

議
員

檜
垣  

一
成 

議
員

新型コロナウイルス感染症対策に係る上島町議会よりの提言書
番号 提　　　言 概　　　　　要

１ 各種支援に対する条例制定
※非常時特別措置条例（仮称） ・町単独の支援に係る条例の制定をすること

２ 情報提供並びに専用相談窓口の開設
・本町の状況、対応の情報発信の徹底をすること
・窓口を一本化し明確化を図ること
・来町自粛の徹底をすること

３ 町独自支援の実施

・事業者への町有施設貸付分の使用料等の減免を講じること
・町独自の融資制度の早急な確立を講じること
・各種税金の納期限猶予や緩やかな減免措置に取り組むこと
・ふるさと納税の項目立てをすること

４ 子ども支援等の実施

・ギガスクール構想の早期実現を行い、リモート授業体制の整備 
　をすること
・子供の居場所作りを講じること
・ＣＡＴＶの活用、学校への支援を講じること

５ 医療体制の確立
・緊急体制の仕組みの確立をすること　
・広域医療連携を確立すること
・町内医療機関（診療所、歯科）との情報共有をすること　

６ 公共施設の活用等 ・公共施設、会議室の使用についての見直しをすること　

７ 行政上必要な会議等の継続 ・行政を進めるうえで必要な会議の開催措置を行うこと　
・各種相談事業の実施方法の見直しをすること



編 集 後 記

安
倍
晋
三
首
相
が
、
２
月
27
日
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
対
策
本
部
会
合
に
お
い
て
、
３
月
２
日
か

ら
春
休
み
に
入
る
ま
で
全
国
の
小
中
学
校
、
高
校
及
び

特
別
支
援
学
校
を
臨
時
休
校
に
す
る
よ
う
要
請
す
る
考

え
を
表
明
し
た
こ
と
か
ら
、
上
島
町
教
育
委
員
会
は
、

２
月
28
日
付
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
係
る
小
中
学

校
一
斉
臨
時
休
校
に
つ
い
て
、
各
学
校
に
通
知
し
、
各

学
校
は
保
護
者
に
対
し
て
学
習
面
及
び
児
童
生
徒
指
導

面
の
周
知
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
厚
生
労
働
省
は
、
３
月

２
日
付
で
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
な
ど
に
つ
い
て
、
感

染
防
止
策
を
都
道
府
県
や
各
委
員
会
に
通
知
し
ま
し

た
。（
３
月
４
日
付
毎
日
新
聞
）
生
名
地
区
に
お
い
て

民
営
で
開
設
し
て
い
た
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
は
３
月

４
日
か
ら
休
校
に
伴
う
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
支
援
ス

タ
ッ
フ
の
勤
務
時
間
調
整
等
を
行
い
、
同
日
か
ら
午
前

９
時
に
開
設
し
利
用
児
童
を
受
け
入
れ
ま
し
た
。
３
月

４
日
か
ら
25
日
ま
で
の
休
校
期
間
中
の
利
用
延
べ
人
数

は
、
通
常
月
の
約
３
分
の
１
で
あ
り
、
そ
の
間
の
支
援

員
へ
の
賃
金
支
給
総
額
は
、
通
常
月
の
２
倍
余
り
で
し

た
。﹁
一
斉
臨
時
休
校
の
効
果
は
、
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
？
﹂
狭
義
的
に
は
上
島
町
に
お
い
て
は
大
き
な
効

果
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
が
、
広
義
的
に
見
れ
ば
国
民

の
一
人
一
人
が
危
機
感
を
持
つ
と
い
う
点
に
お
い
て
確

か
な
効
果
は
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。
皆
さ
ん
、
こ

の
非
常
事
態
を
一
致
団
結
、
臨
機
応
変
に
対
応
し
て
乗

り
越
え
ま
し
ょ
う
。　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弓
削
地
区
　
　
地
本
　
豊

新たな議会となり、新しい首長のもと３年半が経
過しました。今でも職員や町民から「弓削流は」、「生
名のやり方は」とか「岩城は岩城だけじゃけん」な
どと言った声をよく耳にします。

また、誰かが目立てば「妬み」、自分が上がろう
と思えば「人の足をひっぱり」ということが町の風
習になりつつあります。町長選挙もありますが、だ
れが勝ってもこの風習は変わらないと感じていま
す。このまま上島町内戦争を続けるくらいならば、
いっそのこと町の解散か、どこかとの吸収合併に向
かう方が町民の幸福度は上がるように感じてしまい
ます。

コロナのことはもちろんですが、今後の上島町は
弓削島＋佐島＋生名島＋岩城島＋高井神島＋魚島＝
上島町という意識をもって立ち向かっていかなけれ
ばなりません。今の子供たちは弓削町、生名村、岩
城村、魚島村で育っていません。上島町で育った子
供たちです。そろそろ意識を変えませんか。　

　　　　　　　　　　　　　　　村上　要二郎　

一
斉
臨
時
休
校
の
効
果
は
？

【表紙説明】
　令和２年４月６日（月）
　弓削保育所入園式

あなたの声をお聞かせください

「議会だより」では、より良い上島町
にするために町民の皆様の声を募集して
おります。身近で起こった出来事、議会
について思っていること、ご希望・ご要
望など何でも結構です。

ぜひ、議会広報委員会宛にお送りくだ
さい。

〈応募要件〉
内容には制限はありません。紙面の都

合上500字程度にお願いします。
必ず原稿もしくは電子メールにてご応

募ください。
住所・氏名は明記してお願いします。

匿名はお受けできませんので、ご了承く
ださい。

〈送り先〉〒794－2592
越智郡上島町弓削下弓削210番地
上島町議会事務局「議会広報委員会」宛
ＴＥＬ 0897－77－2500
ＦＡＸ 0897－77－4011
E-mail : gikai@town.kamijima.ehime.jp
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町
民
の
声


